
浄
水
処
理
と
水
質
検
査
で

厳
し
く
水
質
管
理

西
宮
市
の
水
道
は
６
つ
の
浄
水
場
（
北
山
、
越
水
、
鯨
池
、
武
庫
川
、
鳴
尾
、
丸
山
浄
水
場
）
の
自

己
水
系
、
阪
神
水
道
と
県
営
水
道
の
受
水
系
に
よ
っ
て
配
水
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
道
局
で
は
水
源
の
調
査
を
始
め
、
浄
水
場
の
原
水
、
配
水
池
、
さ
ら
に
家
庭
の
蛇
口
（
給
水
栓
）

ま
で
一
貫
し
た
検
査
体
制
の
も
と
、
厳
し
い
水
質
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
給
水
栓
水
は
市
内
１６
か
所

を
選
び
検
査
を
し
て
お
り
、
平
成
１２
年
度
検
査
結
果
は
す
べ
て
水
質
基
準
に
適
合
し
て
い
ま
し
た
。

生
活
保
護
家
庭
な
ど

基
本
料
金
を
免
除

上
・
下
水
道
の
基
本
料
金
を
、

生
活
保
護
受
給
家
庭
な
ど
を
対

象
に
免
除
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。左

記
に
該
当
す
る
家
庭
は
、

必
要
書
類
を
添
え
て
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

▼
生
活
保
護
受
給
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
局
厚
生
課
へ
。

▼
重
度
心
身
障
害
者
・
児
（
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
・

療
育
手
帳
Ａ
・
療
育
手
帳
Ｂ
１

で
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
を
持

っ
て
い
る
人
）
在
宅
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
、

身
体
障
害
者
手
帳
、療
育
手
帳
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
局
障
害
福
祉
課
へ
。

▼
在
宅
老
人
介
護
手
当
ま
た
は

家
族
介
護
慰
労
金
受
給
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
局
長
寿
福
祉
課
へ
。

問
合
わ
せ
は
水
道
局
業
務
課

�
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
１

０
へ
。水

道
工
事
費
の

貸
付
・
助
成

水
道
管
が
古
く
な
っ
て
赤
水

が
出
た
り
、
水
の
出
が
悪
く
な

っ
た
給
水
装
置
の
改
善
の
促
進

を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
工

事
費
の
貸
付
や
助
成
制
度
が
あ

り
ま
す
。

▼
工
事
費
の
貸
付

水
道
の
改
造
工
事
（
赤
水
や

出
水
不
良
等
）
を
対
象
に
３０
万

円
以
内
で
融
資
し
ま
す
。

▼
工
事
費
の
助
成

水
道
の
引
き
込
み
管
が
口
径

２５
㎜
以
下
で
、
材
質
が
鋼
管
や

鉛
管
な
ど
の
た
め
古
く
な
っ
て

赤
水
が
出
た
り
水
の
出
が
悪
く

な
っ
た
場
合
、
本
管
の
分
岐
ヶ

所
か
ら
敷
地
内
に
設
置
す
る
止

水
栓
ま
で
の
改
造
工
事
費
の
５０

％
を
水
道
局
が
助
成
し
ま
す
。

問
合
わ
せ
は
水
道
局
給
水
装

置
課
�
０
７
９
８
・
３
２
・
２

２
３
０
へ
。

斑
状
歯
検
診
・
治
療

希
望
者
は
連
絡
を

水
道
局
で
は
、
斑
状
歯
の
認

定
検
診
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
す
で
に
検
診
を
受
け
た
方

で
も
未
検
診
の
歯
が
あ
れ
ば
受

診
で
き
ま
す
。
希
望
者
は
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る

人
や
治
療
方
法
に
は
一
定
の
基

準
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
斑
状
歯
手
帳
を
お
持

ち
の
方
は
、
希
望
す
る
と
き
に

手
続
き
終
了
後
、
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
せ
は
水
道
局
庶
務
課

�
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
０

１
へ
。

健
康
に
関
連
す
る
項
目
で
は

病
原
生
物
は
検
出
さ
れ
ず
、
重

金
属
、
一
般
有
機
物
及
び
農
薬

類
は
す
べ
て
水
質
基
準
値
の
１０

分
の
１
未
満
で
し
た
。

ま
た
無
機
物
質
の
シ
ア
ン
は
、

水
質
基
準
の
１０
分
の
１
未
満
、

他
の
２
項
目
は
基
準
内
に
あ
り

ま
し
た
。
消
毒
副
生
成
物
の
ク

ロ
ロ
ホ
ル
ム
以
下
４
物
質
は
、

夏
季
の
水
温
の
高
い
と
き
は
冬

季
に
比
べ
て
多
く
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
の
合
計
で
あ
る
総
ト
リ

ハ
ロ
メ
タ
ン
も
基
準
値
を
大
幅

に
下
回
っ
て
い
ま
す
。

表
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
水

系
感
染
し
て
下
痢
等
を
起
こ
す

原
虫
ク
リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム

の
検
査
は
専
門
の
検
査
機
関
へ

の
委
託
で
行
っ
て
い
ま
す
。
ク

リ
プ
ト
ス
ポ
リ
ジ
ウ
ム
は
浄
水

場
で
の
凝
集
沈
殿
と
ろ
過
水
の

濁
度
管
理
に
よ
っ
て
十
分
除
去

で
き
て
い
ま
す
。

水
質
試
験
所
で
は
平
成
１３
年

度
も
引
き
続
き
水
道
法
の
定
め

る
水
質
基
準
４６
項
目
の
ほ
か
、

こ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、
よ

り
良
質
な
水
の
た
め
の
目
標
値

を
定
め
た
「
快
適
水
質
項
目
」

１３
項
目
、
さ
ら
に
、
現
状
で
は

水
道
法
（
水
質
基
準
）
に
規
定

さ
れ
て
い
な
い
が
監
視
の
必
要

な
「
監
視
項
目
」
３３
項
目
な
ど

合
計
す
る
と
お
よ
そ
１
２
０
項

目
の
検
査
を
定
期
的
に
行
っ
て

い
ま
す
。

水
道
局
は
、
今
後
と
も
浄
水

処
理
と
水
質
検
査
の
一
層
の
充

実
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

水
質
に
関
す
る
問
合
わ
せ

は
、
水
道
局
水
質
試
験
所
（
０

７
９
８
・
５
１
・
６
２
６
２
）

へ
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

水
道
局
は
、
今
年
６
月
の
水

道
週
間
行
事
の
一
環
と
し
て
実

施
し
た
高
齢
者
世
帯
に
対
す
る

水
道
設
備
の
無
料
点
検
で
、
５

９
５
２
世
帯
の
水
道
設
備
の
点

検
を
行
い
、
そ
の
内
６
３
２
世

帯
で
蛇
口
の
パ
ッ
キ
ン
取
替
等

の
修
理
を
行
い
ま
し
た
。（
無
料

点
検
の
結
果
集
計
表
は
左
の
と

お
り
）

こ
の
無
料
点
検
は
、
水
道
利

用
者
と
の
意
思
の
疎
通
を
図
り
、

信
頼
さ
れ
る
水
道
を
目
指
し
て

実
施
し
た
も
の
で
、
今
年
は
、

Ｊ
Ｒ
神
戸
線
以
南
に
居
住
す
る

６５
歳
以
上
の
夫
婦
の
み
の
世
帯

と
６５
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の

世
帯
の
約
９
２
０
０
世
帯
を
対

象
に
行
っ
た
も
の
で
す
。

水
道
局
職
員
が
、
対
象
世
帯

と
な
っ
た
高
齢
者
世
帯
を
訪
問

し
、
留
守
の
場
合
に
は
チ
ラ
シ

を
投
函
し
、
連
絡
が
あ
れ
ば
、

再
度
訪
問
し
点
検
を
行
い
ま
し

た
。点

検
の
内
容
と
し
て
は
、
漏

水
等
の
有
無
を
調
査
し
、
専
用

栓
の
蛇
口
の
パ
ッ
キ
ン
漏
れ
が

あ
っ
た
場
合
の
パ
ッ
キ
ン
の
取

替
え
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、

西
宮
管
工
事
業
協
同
組
合
の
協

力
に
よ
り
湯
水
混
合
栓
の
パ
ッ

キ
ン
取
替
も
行
い
ま
し
た
。

な
お
、
Ｊ
Ｒ
神
戸
線
以
北
の

地
域
に
お
住
ま
い
の
対
象
世
帯

の
方
々
に
対
し
ま
し
て
は
、
来

年
６
月
に
実
施
す
る
予
定
で
す
。
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�
�
�
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昭
和
６３
年
以
前
に
水
道
を
設

置
さ
れ
た
ご
家
庭
で
は
、
給
水

管
の
一
部
に
鉛
管
が
使
わ
れ
て

い
る
可
能
性
が
あ
り
、
微
量
の

鉛
が
溶
け
だ
し
て
い
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

朝
一
番
や
旅
行
な
ど
で
長
い

間
家
を
留
守
に
さ
れ
た
場
合
は
、

水
道
水
中
の
鉛
濃
度
が
高
く
な

っ
た
り
、
ま
た
、
消
毒
用
の
塩

素
が
少
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る

た
め
、
使
い
始
め
の
バ
ケ
ツ
一

杯
程
度
（
１０
リ
ッ
ト
ル
程
度
）

の
水
は
ト
イ
レ
（
１
回
の
使
用

で
８
〜
１０
リ
ッ
ト
ル
使
用
）
や

洗
濯
等
、
飲
用
や
調
理
用
以
外

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。

な
お
、
通
常
の
使
用
状
態
に

お
い
て
は
、
消
毒
用
塩
素
も
適

量
で
あ
り
、
鉛
濃
度
も
水
質
基

準
の
１０
分
の
１
未
満
（
平
成
１２

年
度
調
査
結
果
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

鉛
給
水
管
に
つ
い
て
の
問
合

わ
せ
は
水
道
局
給
水
装
置
課

（
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
２

９
）
へ
。
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メーターを見て漏水の有無を調査する職員

朝
一
番
の
水
は
飲
み
水
以
外
に

鉛
管
・
消
毒
用
塩
素
に
つ
い
て

５
９
５
２
の
高
齢
者
世
帯
に
対
し
実
施

平
成
１２
年
度
西
宮
市
の
水
道
水
質
測
定
結
果

高齢者世帯の水道設備の無料点検結果集計表

在宅の有無

状 況
内 訳

点検件数 点検せず

在宅 ５，７９９ ５，７９９

留守など ３，３２３ １５３ ３，１７０

計 ９，１２２ ５，９５２ ３，１７０

漏水の有無

漏水の有無
漏水箇所内訳

水栓 メーター 管類 止水栓 その他

漏水無し５，３２０

漏水有り ６３２ ５８１ ６ ３ ５ ３７

計 ５，９５２

西 宮 市 の 水 道 水 質
基準項目－１ 健康に関する項目（２９項目）
分類等 項 目 名 基準値 西宮市の水道水質

病原
生物

一般細菌 １００個／�以下 ０

大腸菌群 検出されないこと 不検出

重

金

属

カドミウム ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

水銀 ０．０００５㎎／�以下 ０．００００５未満

セレン ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

鉛 ０．０５㎎／�以下 ０．００５未満

ヒ素 ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

六価クロム ０．０５㎎／�以下 ０．００５未満

無
機
物
質

シアン ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎／�以下 ０．０６～１．５９

フッ素 ０．８㎎／�以下 ０．０５～０．４４

一

般

有

機

物

四塩化炭素 ０．００２㎎／�以下 ０．０００２未満

１，２‐ジクロロエタン ０．００４㎎／�以下 ０．０００４未満

１．１‐ジクロロエチレン ０．０２㎎／�以下 ０．００２未満

ジクロロメタン ０．０２㎎／�以下 ０．００２未満

シス‐１，２‐ジクロロエチレン ０．０４㎎／�以下 ０．００４未満

テトラクロロエチレン ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

１，１，２‐トリクロロエタン ０．００６㎎／�以下 ０．０００６未満

トリクロロエチレン ０．０３㎎／�以下 ０．００３未満

ベンゼン ０．０１㎎／�以下 ０．００１未満

消
毒
副
生
成
物

クロロホルム ０．０６㎎／�以下 ０．００１～０．０２５

ジブロモクロロメタン ０．１㎎／�以下 ０．００１～０．００７

ブロモジクロロメタン ０．０３㎎／�以下 ０．００１～０．０１１

ブロモホルム ０．０９㎎／�以下 ０．００１未満～０．００２

総トリハロメタン ０．１㎎／�以下 ０．００４～０．０３７

農

薬

１，３‐ジクロロプロペン ０．００２㎎／�以下 ０．０００２未満

シマジン ０．００３㎎／�以下 ０．０００３未満

チウラム ０．００６㎎／�以下 ０．０００６未満

チオベンカルブ ０．０２㎎／�以下 ０．００２未満

基準項目－２ 水道水が有すべき性状に関する項目（１７項目）
分類等 項 目 名 基準値 西宮市の水道水質

金

属

亜鉛 １．０㎎／�以下 ０．１未満

鉄 ０．３㎎／�以下 ０．０１未満～０．０８

銅 １．０㎎／�以下 ０．１未満

ナトリウム ２００㎎／�以下 ８．７～３７．３

マンガン ０．０５㎎／�以下 ０．００１未満～０．００８

無
機
物
質

塩素イオン ２００㎎／�以下 ７．４～５０．５

総硬度 ３００㎎／�以下 ２６～１０７

蒸発残留物 ５００㎎／�以下 ８５～１８９

有
機
物
質

陰イオン界面活性剤 ０．２㎎／�以下 ０．０２未満～０．０３

１，１，１‐トリクロロエタン ０．３㎎／�以下 ０．０３未満

フェノール類 ０．００５㎎／�以下 ０．００５未満

過マンガン酸カリウム消費量 １０㎎／�以下 ０．５～２．８

基
礎
的
性
状

ｐＨ値 ５．８～８．６ ６．７～７．６

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 ５度以下 １～２

濁度 ２度以下 ０．１未満～０．１

＊平成１２（２０００）年度 市内給水栓水１６地点で測定。

水水
道道
設設
備備
のの
無無
料料
点点
検検

石石けけんんをを使使いい

水水源源をを守守ろろうう

第３７号 平成１３年（２００１年）１２月１０日 （２）み ん な の 水 道


